
 
                           
 

 

EXPERT VIEW：【日系企業のための中国法令・政策の動き】 
 

今回は 7 月中旬から下旬にかけて公表された法令をとりあげました。 

［規則］ 

○「国家税務総局の非居住者企業の小型薄利企業

所得税優遇政策不享受問題に関する通知」（国

税函［2008］650 号、2008 年 7 月 3 日発布） 

 

○「国家発展改革委員会の外商投資プロジェクト管

理の更なる強化と規範化に関する通知」（発改外

資［2008］1773 号、2008 年 7 月 8 日発布・実施） 

 

 

 

 

 

 

 

●「科学技術部、財政部、国家税務総局の『高新技

術企業認定管理業務手引』の印刷・発布に関する

通知」（国科発火［2008］362 号、2008 年 7 月 8 日

発布・実施） 

 

［地方政府規則］ 

○「上海市人民政府の『上海市多国籍会社地域本

部設立奨励規定』の発布に関する通知」（滬府発

［2008］28 号、2008 年 7 月 7 日公布・施行） 

 

 

「企業所得税法」で 20％の優遇税率が適用される小型

薄利企業は、非居住者企業を含まないとした通知。 

 

 

地方の発展改革委員会に対し、外商投資プロジェクト

認可（商務部門での外商投資企業設立手続きの前の

発展改革部門によるプロジェクト内容の審査・認可）を

徹底するよう指示したもの。ホットマネーの流入防止が

目的。外商投資企業の新設時だけでなく、国内企業の

買収、増資、再投資などに対しても、一律にプロジェクト

認可を行うよう求めている。これから手続きに入る企業

は、従前の手続きと変わる可能性があることにご注意

いただきたい。 

 

企業所得税の優遇が適用される高新技術企業の具体

認定基準などを示した政府用の業務手引。詳細は、下

記の解説をご参照。 

 

 

 

従前の暫定規定（2002 年 7 月 20 日公布・施行）に代わ

る新規定。地域本部の認定対象は、暫定規定と変わら

ず、投資性公司と上海市独自認可の管理性公司とされ

るが、管理性公司の地域本部認定条件が緩和された。

また、地域本部の業務範囲に、国内卸売及び輸出入、

貨物小口配送等の物流オペレーションが含まれてお

り、管理性公司もこれらの業務が可能と見られる。一

方、優遇措置としては、新たに開業・不動産リースへの

資金補助、総合的オペレーション機能を持つ企業への

奨励、高級管理者に対する奨励などが規定されている

が、これらの具体規則は別に制定するとされている。 

 

●「高新技術企業」の具体認定基準が出る 

 

このほど「高新技術企業」の認定に当たっての業務手引、「高新技術企業認定管理業務手引」が発布され、

高新技術企業の具体的な基準・方法が示された。今年 4 月に公布された「高新技術企業認定管理弁法」では、

高新技術企業の一応の認定条件が規定されたものの、なお不明な点があったが、この業務手引で明らかに

なった。（「高新技術企業認定管理弁法」の概要については、本誌 5 月 1 日特集号をご参照。） 

 

新たに明らかになった主な点は、以下のとおりだが、かなり厳しい。なお、この業務手引の発布通知によれ

ば、2007 年までに高新技術企業の認定を受けた企業は有効期間内は資格が有効とされているが、ただし、

「高新技術企業認定管理弁法」とこの業務手引によって改めて認定を受ける必要があり、認定を受けた場合

に企業所得税の優遇を享受することができるとされている。 
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１．「核となる自主知的財産権」の範囲（「業務手引」5．(1)） 

高新技術企業の第１の認定条件は、核となる自主知的財産権を保有することだが、その範囲については

次のとおり定められている。知的財産権には、商標権や営業秘密は含まれない。（「業務手引」5．(1)） 

 

・「認定弁法」に定める核となる自主知的財産権は、発明、実用新案及び製品の図案・形状の変更が容易

でない意匠（主に、科学及び工程技術の運用方法により、研究・開発過程で得られた意匠を指す）、ソフト

ウェア著作権、半導体集積回路配置利用権（原文は「集成電路布図設計専有権」）、植物新品種を含む。 

 

・本「業務手引」でいう独占的実施許諾（原文は「独占許可」）は、全世界範囲で技術受取側が協議約定し

た知的財産権（特許、ソフトウェア著作権、半導体集積回路配置利用権、植物新品種等）に対し 5 年以上

の排他的使用権を有し、当該期間内に技術供与側及びいかなる第三者も当該技術を使用できないことを

いう。 

 

・高新技術企業認定でいう核となる自主知的財産権は、中国国内で登録され、又は 5 年以上の全世界範

囲での独占的実施許諾の権利でなければならない（高新技術企業の有効期間は 5 年以上の独占的実施

許諾期間内で、かつ、中国の法律の有効な保護期間内でなければならない）。 

 

２．研究開発 

 高新技術企業の認定条件には、継続的に研究開発活動を行い、かつ研究開発費が一定の水準（販売収入

に応じて 3％以上から 6％以上）にあることがあげられているが、それらの条件が明らかになった。 

 

１）研究開発活動の定義（「業務手引」4．(1)） 

・（研究開発活動の定義は）科学と技術（人文・社会科学を含まない）の新知識を獲得するために、科学技

術の新知識を創造的に応用し、又は実質的に技術・製品（サービス）を改良し、持続的に行う明確な目標

を持った活動。 

 

・科学技術の新知識の応用、又は技術・製品（サービス）の実質的改良とは、企業の技術・製品（サービス）

面での革新により取得した価値のある進歩で、当地区（省・自治区・直轄市又は計画単列市）の関連産業

の技術進歩に対して推進作用を持つことをいい、企業が従事する通常のグレードアップ又はある科学研

究成果の直接応用等の活動（例えば、新しい工法・材料・装置・製品・サービス又は知識等を直接採用す

ること）を含まない。 

 

・研究開発プロジェクトとは、「重複せず、独立した時間、財務手配及び人員配置を有する研究開発活動」を

いう。 

 

２）研究開発費の範囲（「業務手引」4．(2)） 

研究開発費については、①研究開発活動に従事する人員の賃金、②研究開発プロジェクトのために購入

した原材料等の支出、③固定資産減価償却費、④設計費用、⑤装置の調整・試験費用、⑥無形資産償却費、

⑦外部研究開発委託費用（発生額の 80％で計算）、⑧研究開発で発生したその他の費用（事務費、通信費、

特許申請・維持費用、高新科学技術のための保険料などで、一般に研究開発費総額の 10％までに制限）、

に限定されている。なお、この内容は、一定の条件を有する会計事務所が監査を行うこととされている。 

 

３．自主知的財産権の数、研究開発の組織・管理水準、科学技術成果の転化能力、資産・販売額の成長性

の評価方法（「業務手引」6．） 

「高新技術企業認定管理弁法」では、これら 4 項目が業務手引の要求に合致することも認定条件の 1 つと

されている。その評価は、4 項目合計で 100 点満点のポイント制で、70 点以上が合格とされている。得点配分

は、自主知的財産権の数 30 点、科学技術成果の転化能力 30 点、研究開発の組織・管理水準 20 点、資産・

販売額の成長性 20 点とされ、各項目とも 6 段階評価で、評価に応じてポイントが傾斜配分される。その評価

は、指定された専門家が行うこととされている。 

 

（本シリーズは、原則として隔週で掲載しています。） 

 

 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社

国際事業本部 海外アドバイザリー事業部

池上隆介
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【経済】 
◆08 年下半期 経済の安定的な発展と物価抑制を重点課題に：中国共産党は 25 日、中央政治局会議を開
催、今年後半のマクロ経済政策の主要目標を、「経済の安定的で比較的速い発展の維持とインフレの抑制」
とした。引き続きインフレ防止が最重要課題としながらも、上半期の成長率が 10.4％に低下、輸出の伸びが
鈍化し労働集約型企業が苦境に立たされていること、世界経済の先行き不透明等を受け、下半期は経済を
安定的に発展させ、景気減速を防ぐことを政策の柱とする。先に開かれた人民銀行の第 2 四半期貨幣政策
委員会でも、年初の「金融引き締め」基調は影を潜め、「貨幣政策の連続性と安定性の維持」が掲げられ、
当局が景気減速による失業の増加、ひいては社会安定への影響を懸念していることが窺える。 

【産業】 
◆WTO 自動車部品関税率は協定違反：WTO は 18 日、中国の自動車部品の輸入関税を巡る、米国、EU 等
の訴えに対し、中国側の協定違反との判断を下した。中国は 2001 年の WTO 加盟以来、紛争処理で初の敗
訴となる。中国の自動車部品関税は通常 10%だが、輸入部品の価格が完成車全体の 6 割以上を占める場
合は、完成車と同じ 25%の関税率を適用しており、米欧等はこのような措置がローカルコンテンツ規制に当た
り、協定に違反すると訴えていた。中国政府はこれに対し、完成車と部品の税額の差額を利用した脱税を取
り締まる措置と主張しており、上訴する可能性もあると見られている。 

【貿易・投資】 
◆ホットマネーの異常流入を懸念 外資の投資管理を強化：国家発展改革委員会は 7 月 8 日、外商投資プ
ロジェクトの審査認可を強化する通知、「外商投資プロジェクト管理の更なる強化と規範化に関する通知」
（発改外資[2008]1733 号）を公布した。米中金利差や人民元高を見込んだ中国へのホットマネーの流入が
懸念される中、虚偽の投資申請を通したホットマネー流入の可能性が指摘されていることに対応するもの。 

◆「上海市地域本部」規定改訂 国内販売等が可能に：上海市は 7 日付で、「『上海市多国籍企業地域本部
設立奨励規定』の発布に関する通知」（滬府発［2008］28 号）を公布した。2002 年に発布した同暫定規定に
代わるもので、認定条件、申請プロセス、優遇措置等を規定するもの。設立条件の親会社の中国における
投資累計額を 3,000 万米ドルから 1,000 万米ドルに引き下げ、経営範囲として財務管理の他、国内販売、輸
出入等も認められ、またオフィスの賃貸料や外国籍従業員のビザ、中国籍従業員の上海戸籍付与等の優
遇措置が追加された。なお、財政支援等については別途規定としている。 

◆科学技術部等 高新技術企業の認定手引を発表：科学技術部、財政部、国家税務総局は 8 日付で、「『高
新技術企業認定管理業務手引』の印刷・発布に関する通知」（国科発火［2008］362 号）を発表。今年 4 月に
発表された「高新技術企業認定管理弁法」（国科発火［2008］172 号）の付属規定として、高新技術企業の認
定及び税制優遇の申請手続きを明確にした。移行期の措置として、2007 年末迄に認定された高新技術企
業は有効期間内は資格を有するものの、税制優遇を享受するには今回の手引に基づき再審査を受ける必
要がある。なお、現在企業所得税の減免優遇を享受している高新技術企業は「企業所得税の経過優遇政
策に関する通知」（国発[2007]39 号）に基づき執行するとしている。（詳細は本号 EXPERT VIEW 参照） 

 

 

 

 

 
 
 
今週の人民元は、週初中銀基準値が6.8271と４営業日連続で前営業日基準値を下回る水準で発表されてオープ
ン。当局者より人民元上昇による国内輸出業者への影響を懸念する発言がなされていることもあり、当局がこれ
まで許容していた人民元上昇のスピードが一時的に緩やかになるのではないかとの思惑から積極的に人民元を
買い進みにくい展開となり、週を通じて小幅な値動きとなった。来月のオリンピック開催日が近づいていることもあ
り、来週も小幅な値動きとなることが予想される。但しインフレ抑制が当局の最優先課題である点は不変であり、
輸入インフレ抑制の観点からも引き続き相応の人民元上昇圧力がかかる点は不変とみている。 

（市場営業部 為替営業推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ営業ﾗｲﾝ） 
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RMB レビュー＆アウトルック
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